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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，外部

事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある排気消音器（非常用ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関の付属施設）（以下

「排気消音器」という。）が竜巻時及び竜巻通過後においても，主要な構造部材が構造健全性を

保持し，排気消音器の機能を維持することを計算により確認するものである。 
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2. 基本方針 

Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」，

「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」及び「5. 強度評価方法」を踏まえ，排気消音器

の「2.1 位置」，「2.2 構造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格・基準等」を示す。 

2.1 位置 

Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算」の「3.2 機能維持の方針」に示す

とおり，排気消音器は原子炉建物に設置する。排気消音器の位置図を図2－1に示す。 

 

 

 

図2－1 排気消音器の位置図 
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2.2 構造概要 

Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」

に示す構造計画のとおり，排気消音器の構造を設定している。 

排気消音器は，鋼製の胴板を主体構造とし，原子炉建物に設けた基礎に本体を結合ボルト及

び基礎ボルトで固定する構造とする。排気消音器の構造計画を表2－1に示す。 

 

表 2－1 排気消音器の構造計画 

施設名称 

計画の概要 

説明図 

主体構造 支持構造 

【位置】 

排気消音器は，原子炉建物屋上に設置する。 

排気消音器 
鋼製の胴板で

構成する。 

原子炉建物屋上

に設けた基礎に

本体を基礎ボル

ト及び取付ボル

トで固定する。 
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結合ボルト 
基礎ボルト 結合ボルト 
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2.3 評価方針 

Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合

せ並びに許容限界」を踏まえ，排気消音器の評価対象部位に生じる応力等が，許容限界に収ま

ることを「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 評価条件」に示す条件を用いて計算

し，その結果を「5. 強度評価結果」に示す。 

評価対象部位は，その構造を踏まえ，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重（以下

「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し，選定する。 

   (1) 構造強度評価の方針 

排気消音器の構造強度評価の方針を以下に，構造強度評価フローを図2－2に示す。 

・排気消音器に対して，設計竜巻による荷重に常時作用する荷重を加えた応力が許容限

界以下であることを確認する。 

・部材に対して応力が大きくなる方向から風が当たることを想定する。 

・設計竜巻による荷重は，水平方向より作用する外荷重という観点で地震荷重と同様で

あるため，原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1987），原子力発電

所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984）及び

原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1991追補版）（以下「ＪＥＡＧ

４６０１」という。）における1質点系モデルによる評価方法を準用し，Ⅵ-3-別添1-

1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す評

価式を用いて算出する。 

・許容限界は，Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 

許容限界」に示すＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－2 構造強度評価フロー 
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2.4 適用規格・基準等 

適用する規格・基準等を以下に示す。 

・建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，2004改定） 

・発電用原子力設備規格（設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005（2007年追補版含

む。））（（社）日本機械学会）（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984）

（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1987）（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1991追補版）（（社）日本電気協会） 
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3. 強度評価方法 

3.1 評価対象部位 

排気消音器の評価対象部位は，Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

の「4.2 許容限界」に従い，「2.2 構造概要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の

作用方向及び伝達過程を考慮し，選定する。 

(1) 構造強度評価の評価対象部位 

設計竜巻による荷重は，排気消音器に作用し，結合ボルトを介して基礎ボルトに作用す

る。 

排気消音器の転倒による閉塞により，非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関の排気機能に影響を与える波及的影

響を考慮し，転倒を防止するための主要な支持部材のうち，支持断面積が小さいことから，

発生する応力が厳しくなる結合ボルト及び基礎ボルトを評価対象部位として選定する。 

排気消音器の構造強度評価における評価対象部位を図3－1及び図3－2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－1 排気消音器の基礎ボルト位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－2 排気消音器の結合ボルト位置図 
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3.2 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示す荷重及び荷重の組合せを用いる。 

(1) 構造強度評価の荷重及び荷重の組合せ 

a. 荷重の設定 

構造強度評価では，Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示す荷重を踏まえ，設定する。 

 

b. 荷重の組合せ 

構造強度評価に用いる荷重の組合せは，Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重の組合せを

踏まえ，排気消音器の評価対象部位ごとに設定する。 

排気消音器の基礎ボルト及び結合ボルトには，自重及び風圧力による荷重が作用する。

構造強度評価に用いる荷重の組合せを表3－1に示す。 

 

表3－1 荷重の組合せ 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷 重 

波及的影響を及ぼす 

可能性がある施設 
排気消音器 

基礎ボルト 

結合ボルト 

①自重 

②風圧力による荷重 
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3.3 許容限界 

排気消音器の基礎ボルト及び結合ボルトの許容限界は，Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要

な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に従い，「3.2 評価対象部位」にて設定して

いる部位における機能損傷モードを考慮し，ＪＥＡＧ４６０１に基づく許容応力状態ⅢＡＳの

許容応力を用いる。 

(1) 構造強度評価の許容限界 

許容限界はＪＥＡＧ４６０１を準用し，その他支持構造物の許容限界を適用し，許容応

力状態ⅢＡＳから算出した許容応力とする。材料の設計降伏点はＪＳＭＥ付録材料図表

Part5表8より，設計引張強さはＪＳＭＥ付録材料図表Part5表9により算出した値を用いる。

周囲環境温度がＪＳＭＥ付録材料図表Part5表8及び表9記載の中間の値の場合は，比例法

を用いて計算し，小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

排気消音器の基礎ボルト及び結合ボルトの許容限界を表3－2，許容応力を表3－3及び表

3－4に示す。 

 

表3－2 許容限界 

評価対象部位 許容応力状態 応力の種類 許容限界 

基礎ボルト， 

結合ボルト 
ⅢＡＳ 一次応力 

引張り 1.5・ｆｔ 

せん断 1.5・ｆｓ 

組合せ Min｛1.5・ｆt，（2.1・ｆt-1.6・τ）｝ 

 

表 3－3 許容応力（非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関排気消音器） 

評価対象部位 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙ 

（MPa） 

Ｓｕ 

（MPa） 

Ｆ 

（MPa） 

1.5・ｆt 

（MPa） 

1.5・ｆs 

（MPa） 

基礎ボルト SS400 50 231 394 231 173 133 

結合ボルト SS400 50 231 394 231 173 133 

        

 

表 3－4 許容応力（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関排気消音器） 

評価対象部位 材料 
温度条件 

（℃） 

Ｓｙ 

（MPa） 

Ｓｕ 

（MPa） 

Ｆ 

（MPa） 

1.5・ｆt 

（MPa） 

1.5・ｆs 

（MPa） 

基礎ボルト SS400 50 231 394 231 173 133 

結合ボルト SS400 50 231 394 231 173 133 
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3.4 評価方法 

排気消音器の強度評価は，Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いる。 
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4. 評価条件 

(1) 構造強度評価の評価条件 

構造強度評価に用いる条件を表 4－1～表 4－5に示す。 

ここでは，受圧面積が大きく，基礎ボルトと重心の水平方向の距離が小さい軸直角方向

の条件をまとめる。 

 

表4－1 評価条件 

ＶＤ 

(m/s) 

ρ 

(kg/m3) 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(－) 

Ｃ 

(－) 
ｇ 

(m/s2) 

92 1.226 5189 1.0 1.2 9.80665 

 

表4－2 評価条件（非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関排気消音器基礎ボルト） 

Ａ 

(m2) 

ｎ 

(－) 

ｎｆ 

(－) 

ｄ 

(mm) 

Ａｂ 

(mm2) 

19.027 8 2 24 452.4 

 

ｈ１ 

(mm) 

ℓ１' 

(mm) 

ℓ２' 
(mm) 

ｍ 

(kg) 

2120 977 977 4800 

注：軸直角方向の転倒の評価に用いる値を記載 

 

表4－3 評価条件（非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関排気消音器結合ボルト） 

Ａ 

(m2) 

ｎ 

(－) 

ｎｆ 

(－) 

ｄ 

(mm) 

Ａｂ 

(mm2) 

19.027 12 2 24 452.4 

 

ｈ２ 

(mm) 

ℓ３' 

(mm) 

ℓ４' 
(mm) 

ｍ 

(kg) 

1370 977 977 4800 

注：軸直角方向の転倒の評価に用いる値を記載 
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表4－4 評価条件（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関排気消音器基礎ボルト） 

Ａ 

(m2) 

ｎ 

(－) 

ｎｆ 

(－) 

ｄ 

(mm) 

Ａｂ 

(mm2) 

16.3345 8 2 24 452.4 

 

ｈ１ 

(mm) 

ℓ１' 

(mm) 

ℓ２' 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

2120 977 977 4400 

注：軸直角方向の転倒の評価に用いる値を記載 

 

表4－5 評価条件（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関排気消音器結合ボルト） 

Ａ 

(m2) 

ｎ 

(－) 

ｎｆ 

(－) 

ｄ 

(mm) 

Ａｂ 

(mm2) 

16.3345 12 2 24 452.4 

 

ｈ２ 

(mm) 

ℓ３' 

(mm) 

ℓ４' 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

1370 977 977 4400 

注：軸直角方向の転倒の評価に用いる値を記載 
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5. 強度評価結果 

(1) 構造強度評価の強度評価結果 

a. 排気消音器（非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関の付属施設） 

竜巻発生時の強度評価結果を表5－1に示す。非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機

関排気消音器基礎ボルト及び結合ボルトに発生する応力は許容応力以下である。 

 

表5－1 評価結果 

評価対象部位 応力の種類 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

基礎ボルト 

引張り 110 173 

せん断 53 133 

組合せ 110 158 

結合ボルト 

引張り 121 173 

せん断 35 133 

組合せ 121 173 

 

b. 排気消音器（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関の付属施設） 

竜巻発生時の強度評価結果を表5－2に示す。高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器基礎ボルト及び結合ボルトに発生する応力は許容応力以下で

ある。 

 

表5－2 評価結果 

評価対象部位 応力の種類 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

基礎ボルト 

引張り 94 173 

せん断 46 133 

組合せ 94 170 

結合ボルト 

引張り 103 173 

せん断 31 133 

組合せ 103 173 
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